
  

令和元年 5 月 15 日 

都市整備課 内線 2747 

 

災害時における下水道施設復旧支援協力に関する 

協定調印式の開催について 
 

下水道施設は、東日本大震災や熊本地震等で甚大な被害が発生し、各家庭の

トイレ等の使用が長期間に渡り制限され、仮設トイレの使用を余儀なくされる

など、住民生活にとって必要不可欠なライフラインになっております。 

近い将来に発生が懸念されている南海トラフ巨大地震等の大規模災害では、

市町において下水道施設の迅速な復旧対応が求められますが、技術職員の不足

等により初動対応が困難な市町が発生する恐れがあります。 

県では、この度の豪雨災害の教訓を踏まえ、同施設の防災・減災対策はもと

より、万が一災害が発生した際の初動対応や早期の応急復旧に向けた支援体制

の構築が、極めて重要であると改めて認識したことから、本格的な梅雨時期を

前に、災害発生時における市町の応急復旧業務を支援するため、県及び下水道

事業を所管している県内 17 市町と、公益社団法人全国上下水道コンサルタント

協会との間で「災害時における下水道施設復旧支援協力に関する協定」を締結

することとなりました。 

つきましては、下記のとおり調印式を開催しますのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 日 時 令和元年 5 月 22 日（水）14:20～14：40 

２ 場 所 知事会議室（県庁本館３階） 

３ 出席者 愛媛県知事 中村 時広 

      下水道事業所管 １７市町（市町長及び代理人） 

      公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会 

中国・四国支部長 山地 芳和 

 

 

 

【問い合わせ先】 

愛媛県土木部道路都市局都市整備課下水道係 

〒790-8570 松山市一番町四丁目 4-2 

TEL 089-912-2747 FAX 089-912-2744 


